
トレーナー資格 新規受講 資格条件 更新受講 資格条件

一般教育
トレーナー資格

1 
受講者用修了証の有効期限内①

または
プレ講習(一般教育)受講

a 
一般教育

トレーナー修了証
有効期限内2 トレーナー候補者として

安全管理部門長等が推薦する者

* 1,2両方を満たすこと。

A1ガス
特定教育
トレーナー資格

3
一般教育トレーナー修了証の有効期限内②

または
一般教育トレーナー資格

同時取得

b
A1ガス特定教育
トレーナー修了証
有効期限内

4
受講者用修了証裏面の (A1ガス)

有効期限内①
または

プレ講習(A1ガス)受講

5
ガスの有資格者

または
経験3年以上の業務履歴による受講資格

【詳細確認は、ここをクリック】

* 3,4,5全て満たすこと。

A2作業リーダー
特定教育
トレーナー資格

6
一般教育トレーナー修了証の有効期限内②

または
一般教育トレーナー資格

同時取得

c
A2作業リーダー特定教育
トレーナー修了証
有効期限内

7
受講者用修了証裏面の(A2作業リーダー)

有効期限内①
または

プレ講習(A2作業リーダー)受講

8

RST修了者
または

安衛法60条職長教育修了者
または

経験3年以上の業務履歴による受講資格

* 6,7,8全て満たすこと。

トレーナー養成講座 事前スキルテスト受講資格条件早見表

②トレーナー用修了証①受講者用修了証

修了証有効期限の確認箇所

①②裏面
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